
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

ことを特徴とするファクシミリ装置。
【請求項２】
　

ことを特徴とする請求項１に記載のファクシミリ装置。
【請求項３】
　前記タッチパネルが 前記指定情報の入力が行われる部分を有することを特徴とする請
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送信先を指定する指定情報を入力する指定情報入力手段と、該指定情報によって指定さ
れた送信先への送信許可の状態にファクシミリ装置が移行するための送信開始入力手段と
、操作者に対する指示やファクシミリ装置の状態を表示するとともに入力を受け付けるタ
ッチパネルを操作部に有するファクシミリ装置において、
誤送信防止モードと通常送信モードの切替設定を受け付けるモード切替手段と、前記送信
開始入力手段の操作とは別の操作により送信許可の状態へ移行するための前記タッチパネ
ルの表示部分を有し、
前記モード切替手段により前記通常送信モードの入力が受け付けられている場合には、前
記指定情報入力手段の操作後に、前記送信開始入力手段の入力により送信許可の状態に移
行し、
前記モード切替手段の操作により前記誤送信防止モードが設定されている場合には、前記
指定情報入力手段の操作後に、前記送信開始入力手段への操作及び前記タッチパネルの表
示部分への操作によって送信許可の状態に移行する

前記指定情報入力手段の入力によって、前記タッチパネルの表示部分に送信先を表す表
示情報が表示される

、



求項１又は請求項２に記載のファクシミリ装置。
【請求項４】
　前記

ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載のファクシ
ミリ装置。
【請求項５】
　前記

ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載のファクシ
ミリ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、送信先の設定、送信開始などの操作を行う操作パネルの工夫によって、誤送信
を防止し、また効率のよい送信を行うことができるファクシミリ装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ファクシミリ通信における大きな問題の一つは誤送信である。操作者が誤って送信先の電
話番号を入力したために、送信できない場合があるが、このように送信できない場合には
、操作時点で誤入力が分かるので、未だ問題の重大性は低いが、誤って入力した相手に送
信されてしまった場合には、問題は重大である。単に、送信内容が相手に伝わらないだけ
でなく、機密漏洩の問題がある。
【０００３】
この様な送信先の入力時の誤操作を防止するために、例えば、短縮番号を用いた送信先の
指定とかＩＤによる送信先の指定などの送信先の指定などの指定法がとられている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
従来技術における前記のような種々の対策にもかかわらず、前記の問題、即ち送信先の入
力における誤操作の問題及び送信作業に時間がかかると言う問題に対する従来の対策は不
十分でる。即ち、誤操作の問題では、短縮番号或いはＩＤによる相手先の指定の場合でも
、その指定を誤ってする確率が電話番号を直接入力するよりは低減されるにしても、なお
、残っており、誤って送信先を指定する場合が出ることは否定できない。短縮番号やＩＤ
の入力によって指定する場合には、入力される番号の種類が限定されたものになるために
、誤入力の結果、送信不能となるよりも意図しない相手に送信される確率が高くなって、
機密漏洩の防止と言う観点からは、改善の程度は高くないと言わざるを得ない。
【０００６】
　 発明は、従来技術における前記のような送信先の誤入力に関連する問題を解決して、
誤操作が有効に防止されたファクシミリ装置を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　前記の本発明の目的は、
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タッチパネルとは異なる前記操作部の位置に、送信許可の状態に移行するための送
信開始入力手段を設けた

送信許可の状態が他の優先する送信ジョブ又は送信中のジョブがないときには、送
信を開始する状態である

本

送信先を指定する指定情報を入力する指定情報入力手段と、該指定情報によって指定され
た送信先への送信許可の状態にファクシミリ装置が移行するための送信開始入力手段と、
操作者に対する指示やファクシミリ装置の状態を表示するとともに入力を受け付けるタッ
チパネルを有するファクシミリ装置において、
誤送信防止モードと通常送信モードの切替設定を受け付けるモード切替手段と、前記送信
開始入力手段の操作とは別の操作により送信許可の状態へ移行するための前記タッチパネ
ルの表示部分を有し、
前記モード切替手段により前記通常送信モードの入力が受け付けられている場合には、前
記指定情報入力手段の操作後に、前記送信開始入力手段の入力により送信許可の状態に移
行し、



ことを特徴とするファクシミリ装置、
によって達成される。
【００１０】
【発明の実施の形態】
図１は本発明の実施の形態に係るファクシミリ装置の機能部分を示したブロック図である
。図１において、１はハードキー、２はタッチパネルである。ハードキー１とタッチパネ
ル２については後に図２により説明する。
【００１１】
３は原稿が載置される原稿載置台から搬送される原稿の画像を読み取る読取手段、４は原
稿載置台に載置された原稿を１枚ずつ読取位置に搬送し、排紙皿に排出する搬送手段、５
は受信した画像信号から得られた画像情報に基づいて画像を記録する記録手段、６は原稿
載置台上に原稿があるか否かを検知する原稿検知手段、７は読取手段３により読み取られ
た画像情報を符号化処理して送信画像信号を作成する符号化手段、８は符号化された受信
画像信号を記録用画像情報に復元する復号化手段、９は画像信号及び伝送制御のための手
順信号の送受信を行う通信手段、１０は読取手段３により読み取られた画像情報及び受信
した画像情報を記憶する画像メモリ、１１は送信先のアドレス情報などを記憶する登録メ
モリである。送信先のアドレス情報としては、相手先の、電話番号や短縮番号やＩＤや会
社名、部署名、個人名と言った名称などがある。これらのアドレス情報は電話番号を中心
に関連づけられている。
【００１２】
１２は前記の各手段を監視し、制御する制御手段である。
【００１３】
図２、図３は、ハードキー１及びタッチパネル２が配置された操作部の平面図である。操
作部は、ファクシミリ装置を、送信を許可する送信許可の状態にする送信開始入力手段と
しての開始ボタンＨ１、原稿の読取から送信に至る、送信に関連したファクシミリ装置の
動作の中止を指示する中止ボタンＨ２、及び入力された送信先の情報をクリアするクリア
ボタンＨ３を有し、これらのボタンはハードキーで構成される。操作部は、またタッチパ
ネル２を有し、タッチパネル２には、操作者に対する指示やファクシミリ装置の状態の表
示を行うとともに、入力を受け付けるメッセージエリアＴ１、電話番号や短縮番号の入力
を受け付けるテンキーＴ２、短縮番号による入力を受けつける入力モードへの切換を受け
付ける短縮ボタンＴ３、送信先のＩＤや名称などを入力することによって、送信先を指定
する入力モードに切り替える属性ボタンＴ４、誤送信防止モードの表示と通常送信モード
の表示及び誤送信防止モードと通常送信モードの切替設定を受け付けるモードボタン切替
Ｔ５、並びに、送信先を指定するＩＤ、名称を入力する文字キーＴ６を有する。なお、モ
ード切替ボタンについては、図３（ｄ）に拡大して示した。
【００１４】
メッセージエリアＴ１には、図３（ｃ）に示すように、送信先の名称（会社名、部署名、
人名等）及び電話番号が表示される表示部分Ｔ７がある。表示部分Ｔ７に表示される項目
は送信先を間違いなく示すものであればよく、名称のみでもよい。表示部分Ｔ７は、また
ファクシミリ装置を、送信を許可する状態にする送信開始入力手段として機能を有する。
【００１５】
本実施の形態は、通常送信モードと誤送信防止モードを具備している。通常送信モードで
は、送信先を指定する情報を入力し、即ち送信先の電話番号、短縮番号、ＩＤ或いは名称
を入力した後、開始ボタンＨ１を押せば、ファクシミリ装置は送信を許可する送信許可の
状態に移行する。
【００１６】
誤送信防止モードでは、送信先を指定する情報を入力し、即ち送信を指定する電話番号、
短縮番号、ＩＤ或いは名称を入力した後、この入力によって送信先が表示されたタッチパ
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前記モード切替手段の操作により前記誤送信防止モードが設定されている場合には、前記
指定情報入力手段の操作後に、前記送信開始入力手段への操作及び前記タッチパネルの表
示部分への操作によって送信許可の状態に移行する



ネル２の送信先の表示部分Ｔ７をタッチすることがファクシミリ装置を、送信を許可する
送信許可の状態に移行するための必要条件となる。
【００１７】
名称など送信先を操作者に認識させる表示をタッチすることによって、ファクシミリ装置
を、送信を許可する状態にする誤送信防止モードでは、視覚による確認が常に付随する送
信開始操作となるので、誤送信が確実に防止される。
【００１８】
以上説明した構成のファクシミリ装置の作動を図４により説明する。
【００１９】
本実施の形態に係るファクシミリ装置における送信時の操作は次のような手順で行われる
。
【００２０】
▲１▼送信しようとする情報を担持した原稿をファクシミリ装置の原稿載置台に載置する
。
【００２１】
▲２▼送信モードを入力する。この操作はモード切替ボタンＴ５をタッチする操作であり
、１回の操作毎に、通常送信モードと誤送信防止モードが切り替わる循環切替を行う操作
である。
【００２２】
▲３▼送信先を指定する。この操作はタッチパネルの部分Ｔ２又はＴ６から電話番号、短
縮番号、ＩＤ又は名称を入力する操作である。
【００２３】
▲４▼ファクシミリ装置を送信許可の状態に移行させる送信開始の入力をする。この操作
は、送信開始ボタンＨ１を押すか又は表示部分Ｔ７をタッチする操作である。なお、表示
部Ｔ７をタッチした後、送信開始ボタンを押すことによって、
送信許可の状態に移行させるようにすることもできる。
【００２４】
前記の▲１▼～▲４▼の操作において、▲４▼の操作は最後に行われるが、▲１▼～▲３
▼の操作の順序に関してはこれら３つの操作の前後は問われない。但し、原稿がセットさ
れて、原稿の読取及び原稿の搬送が開始された後に、送信先を指定する指定情報の入力を
行うことができ、この点が大きな特徴である。
【００２５】
原稿が原稿載置台に載置される前の操作部の状態は図２（ａ）、図３（ａ）に示すとおり
であり、「原稿を載置し、送信先を入力して下さい」と言うメッセージが表示される。
【００２６】
本実施の形態では、原稿載置台に原稿が載置されているか否かが原稿検知手段６によって
監視され、原稿が検知されると、原稿搬送手段４によって原稿の搬送及び読取が開始され
る（Ｓ１、Ｓ２）。読取によって得られた画像情報は画像メモリ１０に記憶される。
【００２７】
次に、ステップＳ３において、通常モードか誤送信防止モードの入力を受け付ける状態が
設定される。そして、送信先の入力を待つ状態となる。原稿台に原稿が載置され、通常送
信モードか誤送信防止モードの設定が行われた操作パネルの状態が図２（ｂ）と図３（ｂ
）に示す状態である。図２に示す表示がなされるか、図３に示す表示がなされるかはステ
ップＳ３で示す誤送信防止モードが設定されているか否かによって分かれる。図２（ｂ）
に示す表示は通常送信モードが設定されている場合であり、図３（ｂ）に示す表示は誤送
信防止モードが設定されている場合である。
【００２８】
図２（ｂ）、図３（ｂ）に示すような送信先の入力を指示するメッセージにしたがって、
送信先が入力されると、送信先の指定が受け付けられる（Ｓ４）。送信先の指定はテンキ
ーＴ２や文字キーＴ６を使った電話番号、短縮番号、ＩＤ或いは名称の入力により行われ
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る。
【００２９】
これらの入力された送信先を指定する情報と送信先の対比は登録メモリ１１に記憶されて
おり、該メモリからの検索が行われる（Ｓ５）。短縮番号による送信先の指定が行われた
た場合、入力された短縮番号は図２（ｃ）、図３（ｃ）に示すように、タッチパネルに表
示される（Ｓ８）。
【００３０】
表示部分Ｔ７に表示される情報は、短縮番号や電話番号と言ったような単一の情報である
指定情報とは違って、送信先の電話番号と名称を合わせて表示と言うように複数種の情報
による表示が望ましく、短縮番号の入力による送信先の指定か電話番号の入力による送信
先の指定のように、指定情報が変わる場合にも、同一の送信先に対しては同一の表示とす
ることが望ましい。
【００３１】
なお、入力された送信先が登録メモリにない場合には、電話番号の入力を指示するメッセ
ージ（図示せず）がメッセージエリアＴ１に表示され（Ｓ７）、送信先のクリアを待って
（Ｓ１３）、ステップＳ３に戻る。
【００３２】
また、入力された送信先の情報が電話番号或いは名称であった場合に、図２（ｃ）、図３
（ｃ）と同様にこれらの入力指定情報が表示され、ステップＳ１６に移行する。
【００３３】
通常の送信モードにおいては、図２（ｃ）に示すように、送信先の表示とともに、「送信
を開始する開始ボタンを押して下さい」と言うメッセージが表示されて、操作者が開始ボ
タンＨ１を押すことにより、装置は送信を許可する送信許可状態となる（Ｓ９）。
【００３４】
送信許可の状態では、優先する他の予約送信ジョブがある場合、又は送信中のジョブがあ
る場合には、優先する送信の完了を待って、或いは送信中にある送信の完了を待って、ス
テップＳ８で表示された送信先への送信が開始される（Ｓ１０）。
【００３５】
ステップＳ１６において、誤送信防止モードが設定されていると判断された場合、即ち、
ステップＳ３以降において、誤送信防止モードボタンＴ５の操作によって誤送信防止モー
ドが設定されている場合には、「ＩＤが表示されたボタンを押して下さい」と言うメッセ
ージが表示される。このメッセージに従って、タッチパネル２の表示部分Ｔ７をタッチす
ると、送信を許可する送信許可の状態となる（Ｓ９）。
【００３６】
このように、送信先の名称や電話番号が表示されたボタンをタッチすると言う操作は、送
信先を目で確認することが送信開始操作の中に必然的に組み込まれる操作であり、誤操作
となる確率が極めて低い。なお、誤送信防止モードが選択されている場合には、誤送信を
防止するために、送信開始ボタンＨ１を押す操作のみでは、このボタンからの入力が無効
とされる（Ｓ１１）。
【００３７】
但し、誤送信防止モードにおいて、タッチパネル２の表示部分Ｔ７から送信開始を入力し
た後に、送信開始ボタンＨ１を押す操作により送信を許可する状態にするように構成して
もよい。誤操作防止モードにおいても、前記の通常の送信モードにおけると同様に、ステ
ップＳ９から直ちに送信が開始されるのではなく、他の優先ジョブがある場合或いは送信
中のジョブがある場合には、他のジョブが完了した後に、指定した送信が開始される。
【００３８】
ステップＳ１０の送信開始は、誤操作防止モードにおいては前記に説明したように、通常
送信モードにおいて行われる、送信先の指定操作と送信開始ボタンＨ１の操作の一部をタ
ッチパネル２の表示部分Ｔ７をタッチすると言う操作に変えるか、又は通常送信モードに
おける前記操作に加えて、タッチパネルの表示部分Ｔ７をタッチする操作を付加する操作
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によって、実行される。このように、誤操作防止モードにおいては、タッチパネルの表示
部分Ｔ７の操作が送信開始の必要条件となる。
【００３９】
送信先を指定した後に、クリアボタンＨ３が操作されると（Ｓ１２）、指定がクリアされ
、指定を待つ状態になる。また、本発明の実施の形態においては、ステップＳ２からステ
ップＳ９までのルーチンにおいて、例えば、１００ｍｓｅｃの間隔でＳ１４とＳ１５から
なる割り込みがかけられ、必要に応じて送信設定を中止することができるように、構成さ
れている。キャンセル（Ｓ１５）が入力されたときは読取により画像メモリに画像情報が
蓄積されているときには、蓄積された画像情報がクリアされて、原稿載置台上の原稿の有
無を監視するステップＳ１に戻る。
【００４０】
【発明の効果】
　 発明によって、送信先の名称など送信先の示す情報を確認することが送信開始を指示
する操作において常に行われるので、誤送信が確実に防止される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態にかかるファクシミリ装置の機能を示すブロック図である。
【図２】図１に示すファクシミリ装置の操作パネルを示す図である。
【図３】図１に示すファクシミリ装置の操作パネルを示す図である。
【図４】図１に示すファクシミリ装置の送信における制御プログラムのフローチャートで
ある。
【符号の説明】
１　ハードキー
２　タッチパネル
３　読取手段
４　搬送手段
５　記録手段
６　原稿検知手段
７　符号化手段
８　復号化手段
９　通信手段
１０　画像メモリ
１１　登録メモリ
１２　制御手段
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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